
平成２２年 ６月 ７日 
 
 請 負 業 者  各 位 
 
                                 千 葉 市 
 

建設リサイクル法対象工事の施工にあたっての留意点について 
 
 資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、平成１４年５月３０日より「建設

工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という。）が施行された

ことに伴い、特定建設資材を使用した一定規模以上の建設工事に対して、分別解体等及び再資源化

等の義務付けがなされていますので、適正な履行に努めて下さい。 
 また、平成２２年４月１日の「建設リサイクル法」の一部改正により様式が変更されています

ので書類の提出する際は注意してください。 
 
記 

 
１ 対象となる建設工事 

工事の種類 規模の基準 

建築物の解体    ８０㎡以上 

建築物の新築・増築   ５００㎡以上 

建築物の修繕・模様替（リフォーム等）    １億円以上 

その他の工作物に関する工事（土木工事等）  ５００万円以上 

 
２ 対象となる建設資材（特定建設資材） 
（１）コンクリート 
（２）コンクリート及び鉄からなる建設資材 
（３）木材 
（４）アスファルト・コンクリート 
 
３ 法律の概要 
（１）建設工事における分別解体等と再資源化等の義務付け 
（２）発注者・受注者の届出・契約等の手続きの整備 
（３）解体工事業者の登録制度の創設 
 
４ 市への届出等について 

「建設リサイクル法」対象工事を受注した方は、「建設リサイクル法」の規定により届出等が義務

付けられています。書式については、千葉市入札・契約情報サイトにて書式を公開しておりますので、

ダウンロードして使用してください。 



様式４ 
 

説 明 書 
 

平成   年   月   日 
 
（発注者） 
 千 葉 市 長  様 
 
               住 所                             
 
               氏 名                       印  
 
              （郵便番号  －   ）電話番号   －   －      
 
 
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第１項の規定により，対象建設工事の届出
に係る事項について下記のとおり説明します。  
 

記 
 
 １．説明内容 本書に記載及び添付資料のとおり 
 

工事の名称  

工事の場所     県    市 町 村    区 工 
 

事 
 

の 
 

内 
 

容 

 
工事の概要 

 
工事の種類 
 □建築物に係る解体工事    □建築物に係る新築又は増築工事 
 □建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 
 □建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（            ）注１ 
 
工事の規模 
 建築物に係る解体工事     用途   ，階数   ，工事対象延床面積      ㎡   
 建築物に係る新築又は増築工事 用途   ，階数   ，工事対象延床面積      ㎡ 
 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 
                用途   ，階数   ，請負代金     万円（税込み） 
 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等     請負代金     万円（税込み） 

注１) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事の場合は工事の具体的な種類を記入する。（例：舗装，築堤，
土地改良等） 

 
 
 ２．届出書（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 
  
 □別表１（建築物に係る解体工事） 

 
  □別表２（建築物に係る新築工事等〔新築・増築・修繕・模様替〕） 
 
  □別表３（建築物以外に係る解体工事又は新築工事等〔土木工事等〕） 
 
 ３．その他の別添資料（添付する場合）         
   工程表 



 



 



 



 

千葉市建設工事工事請負契約約款第５６条の規定に基づく書面 
 

平成   年   月   日 
 
（発注者） 

 千葉市長  様 
 
 
              住 所                                   

              氏 名                       印  

             （郵便番号  －   ）電話番号   －   －    
 
 
 千葉市建設工事工事請負契約約款第５６条の規定に基づき記載する、解体工事に要する費用等につい

て別紙のとおり提出します。  
 
 

 
 
 １．工 事 名                             
 
 ２．工 事 場 所                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



千葉市建設工事請負契約約款第５６条の規定に基づく書面 

      （建築物に係る解体工事用） 

 
１ 分別解体等の方法 
 

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法 

建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取外 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 
併用の場合の理由 
（           ） 

屋根ふき材 屋根のふき材の取外 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 
併用の場合の理由 
（           ） 

外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取壊 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取壊 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

その他 
（        ） 

その他の取壊 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

 
 
２ 解体工事に要する費用                         円（税込） 
 
 
３ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地            別紙のとおり 
 
 
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用              円（税込） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 紙 
（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※請負者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 
 



千葉市建設工事請負契約約款第５６条の規定に基づく書面 

      （建築物に係る新築工事等用） 

 
１ 分別解体等の方法 
 

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法 

造成等 造成等の工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

屋根 屋根の工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

建築設備・内装等 建築設備・内装材等の工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

その他 
（        ） 

その他の工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法    

 
 
２ 解体工事に要する費用                           なし 
 
 
３ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地            別紙のとおり 
 
 
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用              円（税込） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 紙 
（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※請負者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 
 



千葉市建設工事請負契約約款第５６条の規定に基づく書面 

      （建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等〔土木工事等〕用） 

 
１ 分別解体等の方法 
 

工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法 
（解体工事のみ） 

仮設 仮設工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

土工 土工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

基礎 基礎工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

本体構造 本体構造の工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

本体付属品 本体付属品の工事 
 □有 □無 

□手作業 
□手作業・機械作業の併用 

その他 
（        ） 

その他の工事 
 □有 □無 

 

工

程

ご

と

の

作

業

内

容

及

び

解

体

方

法 

   

 
 
２ 解体工事に要する費用                         円（税込） 
  （解体工事の場合のみ記載する） 
 
 
３ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地            別紙のとおり 
 
 
４ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用              円（税込） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別 紙 
（書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※請負者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可） 
 



 
 

告 知 書 
 

平成   年   月   日 
 
（下請負人） 
             様 
 
               住 所                             
 
               氏 名                       印  
 
              （郵便番号  －   ）電話番号   －   －      
 
 
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１２条第２項の規定により，対象建設工事
の届出に係る事項について下記のとおり告知します。  
 

記 
 
 １．説明内容 本書に記載及び添付資料のとおり 
 

工事の名称  

工事の場所     県    市 町 村    区 工 
 

事 
 

の 
 

内 
 

容 

 
工事の概要 

 
工事の種類 
 □建築物に係る解体工事    □建築物に係る新築又は増築工事 
 □建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 
 □建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（            ）注１ 
 
工事の規模 
 建築物に係る解体工事     用途   ，階数   ，工事対象延床面積      ㎡   
 建築物に係る新築又は増築工事 用途   ，階数   ，工事対象延床面積      ㎡ 
 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 
                用途   ，階数   ，請負代金     万円（税込み） 
 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等     請負代金     万円（税込み） 

注１) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事の場合は工事の具体的な種類を記入する。（例：舗装，
築堤，土地改良等） 

 
 
 ２．届出書（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの） 
  
 □別表１（建築物に係る解体工事） 

 
  □別表２（建築物に係る新築工事等〔新築・増築・修繕・模様替〕） 
 
  □別表３（建築物以外に係る解体工事又は新築工事等〔土木工事等〕） 
 
 
 ３．その他の別添資料（添付する場合）         
   工程表 



  

様式３ 

再資源化等報告書 

平成   年   月   日 

（発注者） 

 千葉市長  様 

              住 所                                                

              氏 名                          印  

             （郵便番号  －   ）電話番号   －   －         

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、特

定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。 

記 

 １．工事の名称 

 ２．工事の場所 

 ３．再資源化等が完了した年月日   平成   年   月   日 

 ４．再資源化等をした施設の名称及び所在地 

  （書ききれない場合は別紙に記載） 

特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所 在 地 

   

   

   

   

   

 ５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用        万円（税込み） 

 添付資料 

 □再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの） 

 □再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの） 




